
工種ごとの図面チェックリスト ◆はいずれかにチェックすること

工 種

側 溝 布 設 替 工 事 該当あり ◆排水勾配は適切ですか。

共通事項 □ 　→いずれかにチェック□最低勾配0.3％　□現況勾配　□最大勾配10％

該当なし ◆横断勾配に対し、側溝の敷設高さは適切ですか。

□ 　→いずれかにチェック□標準横断勾配に合わせる　□元位置に設置　□対側に高さに合わせる

□二次製品をカットして使用する場合は、製品延長の半分以上になっていることが明記されている。

□グレーチングを設置する場合、規格が記載されている。

◆都市型側溝の地域に　□該当する（構造図添付）　□該当しない

１）　U字側溝 該当あり ＜敷設位置について＞

□ □PU3側溝の敷設位置は官民境界沿いになっている。

該当なし □施工範囲の起終点に１ｍ以下の蓋無し区間がない。（転落防止）

□ ◆PU1型とPU3型との接続は適切ですか。

　→いずれかにチェック□PU1が官民境界（PU1で擦り付け）　□PU1から官民境界まで＿＿＿mm（センター合わせ）

＜PU1との擦り付けについて＞

□両端のPU1型と官民境界の間はコンクリート詰めしている。t=100mm

◆両端のPU1型に蓋掛けする必要がありますか。また協議済みですか。

　→いずれかにチェック□蓋無しで施工　□蓋有りで施工（PU1の蓋に車両が通行しない構造となっている）

＜その他＞

□大型車両通行や重交通がある場合は、３）スリット側溝を確認すること。

２）　L字側溝 該当あり ＜側溝について＞

□ ◆L字側溝は　□ブロック＋エプロン現場打ち　□プレキャスト製品（L=２０００mm）

該当なし □斜めブロックの設置区間が明示されている。

□ □側溝敷高さが記載されている。

◆既設ブロックと新設ブロックについて　□厚みは同じ　□擦り付けを行う

＜雨水桝、汚水桝について＞

□雨水枡までの勾配が確保されている。（桝の敷高が記載されている）

□雨水枡、汚水桝がある場合、蓋の耐荷重が記載されている。

◆不要になった汚水桝の撤去が　□あり（下水道整備課と協議が済んでいる）　□なし

３）　スリット側溝 該当あり ◆スリット側溝を敷設する理由は、□大型車両通行　□重交通　□新設道路接続

□ （重交通の場合）□側溝の基礎構造は、横断用（ベースコンクリートあり）になっている。

該当なし □製品は一体型で計画されている。

□ ◆側溝の敷打ちは必要ですか。□要（敷打ちが必要な場合は分割製品）　□不要

□側溝の両側に集水桝が設置されている。→４）集水桝をチェックすること。

４）　集水桝 該当あり □両側に集水桝が計画されている。（PU桝はNG）

□ □側溝の内空＋２００がマスの内空サイズになっている。(U250の場合は内空400）

該当なし □接続部の詳細（流入、流出）は記載されている。

□ □集水桝のグレーチングは、T-25になっている。→いずれかにチェック□細目　□普通目

　→いずれかにチェック□ボルト固定（道路幅４ｍ以下の場合や大型車両通行によりスリット側溝敷設の場合）　□１１０°ヒンジ固定

裏面へ続く

チェックポイント

※PU1型側溝に蓋を乗せること
は原則できません



工 種

歩 道 乗 入 口 設 置 工 事 該当あり ＜乗入位置について＞

□ □隣地の開口から適切な距離離隔が取れている。(1.8mもしくは2.0m)

該当なし ◆開口部は、横断歩道および交差点から５ｍ以上離れているか。

□ →いずれかにチェック□５ｍ以上　□５ｍ未満だが事前協議済み（担当者：＿＿＿＿）

＜民地での対策について＞

□開口部以外は民地から出入りできないよう対策が施されている。（例：乗入口以外はブロック積み、歩行者用通路を設定）

＜開口幅について＞

□「（別掲）乗入口の設置幅」を読み、内容を確認しましたか。

◆開口幅は　□４ｍ以下（A型）　□4ｍ超～６ｍ以下（B型）　□6m超～12ｍ以下（Ｃ型）

（4ｍ超～６ｍ以下の場合）　□事前協議済み（担当者：＿＿＿＿＿＿＿）

□理由書、駐車計画図or軌跡図が添付されていますか。

（6m超～12ｍ以下の場合）　□事前協議済み（担当者：＿＿＿＿＿＿＿）

□理由書、駐車計画図or軌跡図が添付されていますか。

□３）スリット側溝、４）集水桝のチェックポイントをチェックしましたか。

＜舗装構成について＞

◆透水性舗装に、□該当する　□該当しない　※透水性舗装は乳剤の使用NG

◆コンクリート舗装の路線に、□該当する　□該当しない

□開口幅に適応した舗装構成になっていますか。

＜防護柵について＞

◆GR、GPの撤去が、□発生する　□発生しない

　→いずれかにチェック□開口幅分撤去　□開口幅＋＿＿＿mm撤去（最大600mm）

　□廃材の搬入先を道路維持課と調整済み　※搬入前に道路維持課に事前連絡すること。

＜その他＞

◆（マウントアップ型の場合）擦り付け縦断勾配は、□5.0％以下（原則）　□5.1～8.0％以下

標 識 移 設 工 事 該当あり □掘削範囲（縦幅、横幅）は記載されている。

□ □基礎は全撤去の計画になっている。

該当なし □基礎撤去後の締固めおよび復旧方法は記載されている。

□ □標識管理者との打ち合わせ内容が備考欄に記載されている。（管理者名、打ち合わせ日）

□すべての項目を確認しました。

　　年　　月　　日

担当者署名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

※車両通行（乗入口利用）に支障の
ない構造（勾配や平面位置）で計画

すること

※横断歩道のための切り下げ部
　からの車両乗り入れは不可

チェックポイント

※道路交通法に記載のある範囲
は、乗入設置原則不可
（交差点から５ｍ等）

間口が狭い場合は道路管理者よ
り警察へ事前協議後に承認工事

の
申請が可能となります


